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1050年代の沖縄における'ij汀ll地接収と生活補位（岡本直芙）

1950年代の沖縄における11cm地接収と[I叶甜1fi11i

ー伊n:島の強制接収から「乞食」 まで一

岡本直美

1 . はじめに

・「銃剣とブルドーザー」期の沖縄と伊江島軍用地問題

2017年心 12月、住民か作成し る L
し として発刊さ

れたc は1955年cに作成され、新間紙面では

から立＾ち上がる

っていくという

見える。厳しい状況の中でも、

である伊江島のli¥J]し＼か、ゼロ

し知らせることで社会の息識は変わ

うかかえるl資湘斗だと紹介された 'o

「銃剣とプルドーザー」のII寺期 (1950年代前半）に展開し、［非

という，点におし＼て、 i巾縄社会による反米軍統冶連動（「島ぐるみ」の土地闘争： 195(-i 

の況火線として位［悦づけられている。ここで、伊江島土地齢l争は抵抗の象徴として描かれている。

・年、 I!泣ぐるみ l 闘争を［占｛瑣政策への［抵抗〗と『協力』という二極対立ではなく、その表面的な対

L L  

Iきはかしたときに露わになる自治と復興の希求を明確に捉えるJ'liJ「究の潮流がある。

研究は政党や，着団体からこのようなアプローチをしており、本稿は伊江島の被接収者という、まだ）＜

きな団体になっていなし叶じ民の視点からこのアプローチを深化させる。

ある 1950年代は、沖縄の住民に対して占領軍である米軍か 1説得」のJI]]論を展l:l廿し始

めた時期でもあった'。 1948年後半以降の国際情勢の中で、沖縄の長期保有の方針か固まり、

るそれなりのHH1l」を“説HJ]" しなければならなし＼ばかりか、長期的な展望に立って

米II<JO)月！想やit活様式に対する住民の杭極的な支持をとりつけるために“説得”の理論をあみだす必

！でてきた。このように、それまでの絶対的な被占領者とし＼ぅ日己認識をi巾縄の（主民に強し＼るだ

けでは1.li領統治か成立しがたいと米軍か認識し始めたのか、当時期である,,。

ような時代認識に梢づくならは、「銃剣とブルドーザー」の［［例的な暴力的状況が、米＇軍によ

る i説ll}jIや『泌得Io)J咀論によってiE当化されていく状況が、「島ぐるみ」闘争の手前にあった。や

いえは、このII廿期のi巾縄の人びとは、物理化］な暴力にも、言低によって［［当化されていく

)j化］な状況にも、晒されてし＼た。つまり、物刑的にも、制度やff・政Fl勺手続きにおし＼ても、

動Itを怖いられてし＼た状況だったといえるだろう。先取りすれは、そのように暴力と言葉とが近接し

た状況におし＼て、暴力で強し＼られた受動FIりな立場を、能動1'1<、]なものへと転換する力が、

かつくろうとし る。

［銃剣とフルトーザー1という語は、米軍による軍用地強制収用に関わって、 'ill:隊による剥き出し

と上地収）廿令等の制度か一体となった状況を蒙徴する＇。本柏 jでは、このような状況において、

被L地接収者（以下、被接収者）かどのように軍用地lltJ題に対応したのかについ
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察する。つまり、自治制度が確立していない状況下の自治や自決という問いを考察する。それは沖縄

戦後史を自治や自决から描き直す作業であり、自冶制度や地方自治という観点からではなく、制度自

体が凖備されていない中で人びとがどのように自治を希求したのかということを議論の俎上に載せる

試みである"0

これまでの沖雅匙戡後史では「銃剣とブルドーザー」を前提として伊江島士地闘争の意義が酬儒忍され

てきた傾向が強い。しかしながら木稿は、除充剣とブルドーザー」を起点として闘争を検討するもので

はない。筆者は、伊江島の士地収用が潜在的な問題であった時(「銃剣とブルドーザー_1市D から既に

住民たちが自ら支配層へ陳情し、軍隊の近傍で殺されないために言論空闇を構築しょうとしていた状

況を確認した"。本稿はその延長として、士地収用が実行されてから被接収者が往而頁行進(「、乞食行進D

を展開する于前の時期までを扱う。そこで、士地収用が顕在化した後も人びとが継続して陳恬行動し

たという連続性から自治的意志を捉えることを試みる。そのような連続性において伊江島士地闘争を

捉えて初めて、「島ぐるみ」闘争の手前の時期にどのような自治が希求されていたのかを考察する士壌

ができるだろう。

本稿では主として新聞資料を用いる。それは、被接収者にとって自らの言葉が聴きとられる窓口や

場が用意されていない状況において1斤1劃の紙面自体が伊江島士地「,11争をめぐるー・つの言論空問4昜)

となったからである。「民衆にとってのいわぱ暗黒時代」"である当該朕"均において、沖縄の新聞に対

して米軍は厳しい検関を行い、1、沖縄の身什劃が現地を見も知りもしないのに、軍の命令があったのか、

軍のことばを信じて『妨害司i件'1 の記事にしたことを憤り悲し」"む伏況も確かにあった。その点を踏

まえたうえで重視したいのは、新聞という場において、薪蔀求政府や米国民政府、米空軍、伊江島の被

接収者(1嫁恬者)といった、軍用地問題に関わる谷アクターの言葉が同時に登場することである。

当時の新聞には、被接収者が送付'した陳情書や声明文、書簡等がほぽ原文通り掲城された点は興味

深い"。これらは新聞社に送付されると共に琉球政府や米国民政府にも送られたものであり、被接収

者にと「ては、自らが発した言葉が無化/看過されないよう、文字を用いて自らの意志を表現する場

であったことがうかがえる。

同時に、新聞が毎日発刊される媒体であることも、言論空間として重要な要素であるだろう。つま

り、掲載される記事を時問的な連続性においてみることができ、陳情活動を通して発せられた言葉を

動態的なものとして捉えることができる。そこからは、政治においても運動においても、公的なルー

トがない中で被接収者が声を発し猫智ナJ易をつくり続けたということが浮.かび上かる。それは、「支援

団体も、来耐削記者も、見る人も尉K人もいないとき、この剛材1小島の伊江島で殺されたらおしまいだ。

これ以外に方法はない。」'てとを休感した人びとがっくり続けた言論空問であるとも言えるだろう。

また、伊江島士地闘争を牽引した人物の一人である阿波根昌鴻の書籍(『米軍と農民』)は、当時の

状況を被接収者の立場から描いた貴重な貸料である。本書は一般的に広く読まれ、日本社会に対して

の啓蒙的な役割を担っている。一方で、阿波根の監修に基づいてはいるものの、本書は別の著者によ

つて執筆されたことにも留意する必要がある。さらに、本書には阿波根を通して個別の住民の姿が描

写されている点も、運動という集合をぢぇるうえで靈要であるだろう。したがって、本稿は本書を当

時の状況に引き戻して再解釈するための基盤をっくる作業でもある。

40 、
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1950年代の沖縄における軍用地接収と生活補織印司本澁美)

2.強制接収後の補償要求と緊急対策

・緊急対策と成立しない恒久補償 「柵内農耕開始宣言」

本節では、米軍による士地の強制接収が現実となり、伊江島の被接収者たちが、今後の生活補償の

みならず、直近の食糧等の刈策を谷担当機関と折衝する過程を、【表1】に沿って説明していく。軍炯

地接収という暴力のlf後、家屋や農地というた生活基盤を破壊された被接収者たちの生活援助(食糧

や医療等)を、どのような方法で行うのかということが急務となった。その・・プ丁で、恒久補供が折衝

されることになる。したがって、強満1仟卿授後は、 Nぽ、どのように食べるのか」ということに注意か

向けられるようになるのだ。十分な食枇援Wf等がなされないなか、演習地ではXC屯による炊辺堆演習が

_止まず、米牢軍との条件にあった「1週惜11 回」の農耕すら保1璋されなかった。また、琉球吻仟も、

真謝区民の生活を守る現突的な対応策を講じることかできなかった。後述するが、この状況に文、ルて

貞謝区の人びとは「爆弾よりも餓死の方が怖い」と、演習地内での農耕を宣言'北た 4柵内農耕開始

宣言D。

強制接収の翌朔、餅謹知如子住法院の軍使用士地特別委員会(以下、士地特別委員会)は、米空軍の

乗り物で貞詞M愉響へ向かい、家屋.の強制撤去を調否した"。この蝦告をもとに十地特別委員会は委員

会を開き、立退かされた 13 戸の緊急救済策として 3力月の生活賀を支給する策を打ち出した。しか

し、行政府がすでに緊急救済策を講じていることか判明し、立法院としては恒久補償を検討すること

になった'"。行政府は、座り込み陳情者からの現地般告を受けて、琉球政府としては「撤去された家0

屋卜三戸を再建することと農馴・地が軍指定地域内にあるため緊急i1松対策をこうずべきだとの綛補兪」

を出した"。

行政IW常の指ポで、行政府から副主席を団長に内政局長、行政課長、農務課長、建築課長等で織成

される詔査団が現地へ向かった(3門 16日)。同日より、伊江島真謝区では米軍による燃雌演習が開

始された。この時点で、伊江島の接収地付近は戦場さなか'らの状況に置かれたd副主席は新聞に対し、

以、ドの通り現地の様子を語っている。
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、棚1工事は終了、設営隊は引揚げている。それで力

せる訓'画がたてられている。

、引越した十三戸は真詞"那落人口のテント(牙経E貸打・の幕舎:引用者)内に住んでいる。

,、 とりこわされた資材はテント前に積まれているが、家屋建築に役立つものはない。軍が輸送

した板材は一戸分にも足りなかった。しかし今後迎ばれる予定だというこれがきても十三戸

の床の分しかないだろう。

、、 女退いた十三戸の人逹は、まだ失御状態であっ九。

ド三十名位伊江村より募災、見張りをさ
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1950 郁代の冲紲における耶J1リ叫妾収上,W'η浦繊(岡本山二1で)

堆肥川として血「た耕がとられた。 1__1岫1日に膿側、に出かけたか、リ上峡か行われているので、

h}つてきた。収雅はイく叫能で島るまた、放牧場内の山Υξは約/針'頭いたか、射殺されて、

1 'ヘ二ご須にな「ている。

(・・・)(S 氏:引川占)のくり舟力叫小1誌で穴をあけられ、イ上!Ⅱも1Ⅱ火なくな「たといっていた。

柵1人]力●膿作物を部落のj占に11j「てきて、嚇引川的にビールや油と父換しているということだ

か、これは・1・'六1_10yl・後丁{時頃、そうい「た、丁fがあり、米兵がビールをIS「てトラソクに乗

らんとするところを、イ寸j丘の1リqyづ1 ラック番琴を,牛こうとしたらヒールを羅いてf'1午をお

「かけた

所酎屯による少女ω仇傷の件だか、こω家は約ヒ再米も柳}から籬れており、そのそばにキビ帛

がある、その1_1家族がキビをと「ていたが、その少女かキビをとりにきたときtHりした,部

治民か銃声ωしたノj1司に行「て米兵、、、/〆iを迎れてきたか、1皮ηは鹸初は'定、傷を姑せたら

ようやく分勺た。

これらの'i止11より、乍',1iよりi午"jされた・j固闇に・山1の蔽習地内でω膿側・^、ら航保されておらず、現

在ω食松を人f・できないはかりか、今後の農作物ωための耕竹もできない状1兒であることが分かる。

さらに、薪や家俗なども打上'りを'叉け、保1姉もなく、食桜に妥助も不 1'分ななかで、 1'ι謝の人びとは演習

と隣り介わせω牛i'を強いられていた。

そして、{り」 22 1-1、伊え島ω叫!恬倒は_ウ1法1浣ω1卿欠議員1司liでli政 1リ、^iに4ゴ円・補供の要求,1}・を捉川

した。その喫求は、以ト、 10 町{門である。

薪は米兵_U城以火征11のようにとられている。'

こと

、十_÷)iの移動家族 L

保護法(・・'/ L 111__'.イ11

を艾給すること。

、、、 五一%以 11ωけ也を接収された令家族にたいしては第・頃ω該「行にk十するル,%ω分耻を

支給すること。

1・ヒ名ならびに令村11也を接収された令家m'にたいし告永第ん 1'1兀リyH円

1・j」五「1 ウj上第_五・1・_h1号)染八条染・川及び染1儿11'条の脱)上に」,モき食乳1

杉動家族にたいしては飲判・/1<、彬びに使燃水に艾肺をきたさぬよう、そω処iNを山らに'、俳ずる

移動弓新矣にたいする'11i久妖!リV山リUどされるまでω剛、暴j風Πゞ、暴'片にたえ1リる"家j一をり・える1儿1、

と。こ

1:1

、一



五、移動者並びに全耕地を失った者にたいしては家畜の保護施設とその飼料・購人賀を老感するこ

と、侶.し、五0%以下接収された者にたいしても、その事情を勘案して飼料購人費を支給す

ること。

恒久対策が決定されるまで琉球行政は責任をもって以上の諸事項を継続的に実施すること。
_^

ノ＼、

七、米駐屯軍は柵内の耕地から甘戴、馬鈴薯、野菜類や薪木を公然と取去っているから、この行

為を即時中止させること。

ハ、土曜臼、日曜日にもかかわらず米兵は柵内の墓地の周辺において突弾を乱射しているため農

作物の収穫が全然不可能だから即時中止させること。

九、放牧場内の山羊を連日にわたって射殺しているので、かかる行為を即時中止させること。
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十、柵内の塾にたいしては、その最後的解決を見るまで絶対1吋貫壊しないこと。小

ここで、第1項に生活保護法の用語が登場するが、陳情者たちは、あくまでも食枇の支給を生活保護

法の規定に基づいて行'うべき、という要求をしていることに留意しておく必要がある。つまりは、生
、

活保護法の規定にあるような最低限の生活を確保できる程度の食糧支給を求めており、生活保護を申
、 、、 、 、 、、 、、 、

詰しているのではない。そして、この食粒支給はあくまでも10項目のうちの 1つであって、他の要求

事項も含め総合的に達成されることを目標とした要求であった。生活を切り取って地図上で保障対策

を示す米軍に対し、被接収者たちは生活とは決して切り取れるものではないことにこだわった。しか

しながら、次項で記述するように、米国民政府による食糧費支給の差し止め指示をーつの契機として、

被接収者の補償を模索する動きが、かれらをどのように救済するか(生活保護受給者に該当するのか)

という方向へと転換していく 0

1二記の要求を提出したことで、主席室前で座り込んでいた陳恬者たちは、一旦引き揚げて婦島した。

その際、陳恬団は疏球政府と全住民に対し、次のような声明文を発表した。

ー・軍は収用令によって立退かしたものだと解しゃくしているとすれば、之は・・・/j的ぢぇ方であ

「て我々地主側からすれば収用令があれば生活補償法があるべきである(。)今真謝区の軍が使

用せんとする地域からは午問一千余万円の農産収人を上げているのに対し軍の使用料は年闇

僅か十八万余円にすぎない(。)今度我ら真謝区民は、この生活補償がなければ生活に困るので

絶対に立退かれないという現実を正直に琉球全軍用地主の愆志を代表して軍に訴える必要と

貰任を感じたからである。

小1



1950年代の冲縄における卵JI"叫却灰と生活補幟(岡本消美)

生活補償がない今日立退きに承諾がなされないままに、軍隊による強制立退きをさせられた真

謝区民は直ちに生活に困窮するので、その暫定措置による生活補償がなされなければならない

のであるか、政府はこれに対し十分なる考感をするからと申されたが、我々は過去におけるぢ

感が突現されなかった苦い経験からして信がおけなくなり政府の旦体的案の硫定するまでは主

j■室の前を削1れるわけにはいかなかったのであります(。)京にして、ここにその成案が示され

ましたので我々代表の者はー・応引_上げることにな「た。去る十'日以来各方而の皆様方に少な

からぬ御迷惑をおかけし中し上げたにも拘らず物心゛N水こよる多大なる御援助と御同情を賜わ

りましたことを喪心より厄黙射とお礼を申し1.げます。'((。):引用者)

_士地収川令等を掲げで中川地接収を回避できない現実として突きっける1倒嫌の論理に対'し、収削令が

あるならは補j償法があるべきであると、地主側の論理を提起している。伊江島の地主たちは、軍隊の

論廻に逆らうことか許されない舛附1において、月らの生きる力法を米軍や垪謡知測杓'に委ねるのではな

く、あくまでも自らの"葉で要求し、折衝した。そのため、座り込みは自ら折衝のテーブルをつくり

出す行為であり、要求芋項は、生活を御り取られないためにあった。

この要求習め司是出された数凶後、空軍による声明が発表された"。空卓側の二"張では、1950年7打

に伊江島の北部及び西部にある「人口稀薄な地域」は琉球列島米国空軍の租借地とな「た。そこに居

住し農馴北ていた人びとは、空取が使用を要求するまでは無耶卜で士地を農側'U涜けること力靖午可され

ていた。その朋も賃貸料・は支払力れており、地主は4年闇にわたってル也代収人を受領し士地使111の

便宜を

あり、立退き地主との交渉が遅延し、新たな移動場所に農耕地を決めることができなかったためであ

ると主張した。そして、空軍が駐留する目的は、伊江島の農地や家屋を守るためであり、極東や沖縄

における米軍の役割は1、伊江島の十_ι家族に関して起っている比校的に些細な紛争よりは逹かに重要

なものである_1 とのi忍識を示した。ここでは、交渉と言いながらも米軍側の都合で地卞たちは条件を

抑しっけられ、それに応じなかった地主への暴力が正当化されている。

じW那劇占者の要求書か提"_1され、米国民政府と行政府は伊江島で代替地の調杏を行った■。そこで

心捌非可能なIJ也を選ばうとし、軍用地のなかで農棚哘Ⅱ指な士地があったが、そこにはすでに地主がお

り、使j11に反対を表咽したのだ。米国民政府のシャープ少佐は、軍用地だから代材り也の地主の意志と

は関係なく使用できるとの見解を示したが、被接収者は「無理に耕すとなれは村の平和を乱すことに

なり、われわれか生きるために他の地主を殺すような*は良心が許さない_1 と、代啓地の砂訂折了丁者を

無視する行動を拒否した。そこで代瞥地か選定できない以上、既に接収した射的場の使用中止か、補

償がなされなけれはならないと主張した'"。

しかし、この妾求は肖然突現されるはずもなく、伊江島の代表は行政府に次の通り申し人れる。

よう受した」。家屋を撤去された 13 戸がテント幕舎に収容されているのは、一瓣袖勺措置で

"、 ーソ＼当り・・・・日_L十・一円(家兆謹司利・賀を含む食糧救済賀)では生活できない。

、
、
き

一
)



、サクを政府ω力でとりはずし納得のいくノ打円保陣ができるまで農耕・を続けさせて貰いたい

、テン 1》N釜はイⅧ〆帥勺でリy＼も絖1,ルており、甲く仮小屋を鎚設して貰いたい。

、新川小:用地係(行政府側:リ1川者)は匹lj・1六1_1来,1;bのさい、・迦剛の食枇延滞理山をきいた

'Ⅱに刈い子1らは向う人力j・j1棚夏をくく乃てねておけ、あとは解決かつく。打六百三・ト五円

ω食1制攻済は最ト.であり満足しろ 1 と旅館で飲酒の k部落民代表1■11井をはいているj鯏栄な

、のを貨任ある軍用地係とすることは不適仟であり、畔めさせて貰いたい。"

ここで改めて、加習場1ン張り巡らされた分網(棚1)の撤太が求められているが、これは、食枇援助も

1苅11!になされず、"剣妾収者の要求'}{町iも全ぐ111見されていない"bでを追及するものである。そして、

援助か得られないのであれば、白ら演刊地で農側・するしかないという、危険をノ兵知のうえで牛さるた

めω述択がなされている。また、被接収高'が臼らしか信川できない1兼fも、第1項の地1-1Ⅱ幽系ω態度

に文小する朧りに表れている。川t恬門たちは、副上j帛よりこの優求'1川{か央訳中であるため文ψ心を1寺っ

ように言われたが、政府から明励!な1旦1答を得られるまでは"}・'1;、1jしないと再び座り込んだ(4j、]13 しD。

座り込み叫所〒行たちは、米岡民政府の指示を受けた行政府により、・1リ,督室人「_1前の廊ドから送去さ

せられ、 1リ高Xごι下の行政ビルiWがせ喫側の峡の除に移「た。さらに政1付構内からの立退きを妾求さ

れたか、心じないため那糊腎か小咋察官が出動、説得し、帥1削寸1は行政府ビル前のⅢ靴き場に移動し

た"。伊江島の陳胎者たちは、プラカードや0オ〒・板とともに、政1付庁分内から路 Eへと杉り、その姿

が逝ljく人びとの目にも人るようにな「た【写真 1~3】。

補供ω折衝も折り介わず、座り込みも1捌徐されるなかで、典削区民の代太は、十j叫W刈妥員会で次

のノ掘,畍側n5条件を訴え、行效府に突現を求めた。
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*活補償費ω増額:州1外に材地家族・一人「り1三百坪を所村している人に文、1しては牛1,η佐を支給

していないか、これは不合N!てあり同様に支給していたゞきたい

・・薪炭佐として

て貰いたい。

仮ltど恕役伐の艾給:しを,以、Fω家族・上・・1万人下門し'ゞ上1り、1儿1名・-L名

ヒ_h11'1り、八名以 E-_/i/j11H千円(ノし1平)

八名以 Eの家族人ん円、・L名一五名一・五_1「」、 1川名以ド

仮務舎の建設佐:4・.馬小1心ープ÷下円(小1り、Ⅱ_1Υ,小1釜三千門( J平)

代瞥地は村'1人]の官公イi地Xは民Υj地で政府が地1ψ)ナR諾をうけた_U也、ー・ヅ＼「り h.h'Nι以ト."

U

ソUリ、を支給し

、 46

ん万"下lf子i円(ハ・



1950 作代ω沖緑における、小JU1幽妾収一1・i"補償(1河木山1炎)

貞謝IK代女は、もしこの要求*:項が水,;忍されなければ、軍11リ幽妾収をUⅢ1寺小止(1側!田し、従来通り

膿耕を詐,・寸、するよう要望した。しかしなカリ入行政府がこω 5条件をすぺて扣'したことを受けて、
、、、 、 、 、、 、

行政_1リ帛との会談で1'、ι謝ば代太は、内分たちは被赦洗占ではないとテーブルを11Uいて叫/。だ U

貞'1釧X1のqゴ円補侠はあくまでも1丁ケ川1剛パでソι現してほしいと要Y1する叫叶山・占に文、1し、行政・1リ,臂は11」

d刈付は法により快行しているだけだ、飲判,水111山小火など必要な46、別1削配は火施しており、これ以以よ

月えられない 1 と終始態j変を変えず、ハ1U山也0_j"きの補倣はあくまでなすべきであり、現在岐府は_0.

退き占を路噸に迷わすことのないよう援助しているたけである_住法院による辺法のない限り、御1川地

補償費に予笄を響IK ことはできず、またこれに何繊という財政支出は利底ぢぇられない 1 と川笄した

U

補供条件をぢ愈されなか「た女.訶11Kω代女は、行攸府品1Πリ吊にヌ、ル、最終的な f段として心が"也内

での農耕を開始すると、次ω辿り省1門した(1柵内膿側・開始I×'_認、 4j・122 1D。

ここで貞謝の被接収占が訴えているωは、「1_難、人として珊じない生活と働き」をしてきた"分たち

か、Ⅲ用地接収によ「てそω内住した牛i円'の途を哲われた小t態である。同住したqゴ円を俳力れ、補助

を必喫とするウ.場を強制されたうえ、その補助ですらn兇ソ・1谿ηを送れない劣惡な状況を強いているω

は誰なのかという訴えだ。陣恬・行たちは、内分たちの要求4i項が一1帖されたことに加え、折'衝相丁・か

らの条件を受諾寸るよう強いられているという受動的なウけ牙に毓かれているにもかかわらず、その

/j的に捉41された条共・を1'1_iliした。

そして、1小きるため 1 に、恒久1γグylJ占補償法か成ウ.するωを1寺っという姿勢を表1明した。かれら

にと「て、序り込みも山1答を待っための行為であったが、1、柵1人}ル熊川刑始貸1忌、1 にはさらに、!ヰ那茶の倫

則を扣否する姿勢かはっきりとポされている。餅辻側女Ⅱ、jからの食枇援助では、満足な援助が得られな

いは力由か、被赦済打扱いをされてしまうため、"ら淡習地で農耕することで被接収者九ちはぎりき

りω惇厳を航保しょうとした。

奥謝区ω廊り込みは、戦略的に開始されたというよりも、折衝村・1f・ω限前に臼らの姿を岫U硫け、
、 、 、、

姜求ヤ項0)述成力垳企太となるまでそω場にli畷光ける過梶で牛'れた行為であ「た。それは、内らの斗

休を晒し統けることで折衝相f・(支配1門)に剛地を1川祝しうる余地を・与えず、内分たちとω交沙のテ

ーブルを設けさせるという行為てもあ「た。

以後、峽恬者たちは、場所やノj怯を変えながらも座り込むことで、[1ら折衝の場を批築し、内らの

戎々は今1_ほで社会人として恥心なLゾ_長舌と働きをしてきましたが、今1だ心より令川"1をとりあ

げ'られた上、しかも牛i,η保護iバによる・1_1・・・y＼" 1'・門のノ1j'ηΥYの艾絵では、分11底ノ括円・の斜付寺は

1木1挑のため、食松やto)引 Eげ叫t恬に 1+1余りぢ心、上鄭可政府と折衝を統け、できる1製り円11鋤咋決

をのぞんできましたが、イ゛●にしてこれ力晴忽められず、什力なく我々は生きる九めに恒久的小江

補償法かできるまでは州内の膿耕を制始致したいとおもいますから、その罪か我々にないことを

おi忽めドさるようお1訓八゛又します。

17



言葉で補償を要求し、その経過を机道した。それは、軍用地接収という問答無用の暴力への反対が許

されない現実に対し、「ノ＼間として生きる権利」、「生きるための正しい要求_1を据えて正面から切り込

む所テ動であった。

3.被接収者から被救済者へ

伊江島の被接収者が米軍の提示する条件を甘受せず、さらには演習地内での農耕を宣言する事態を

受けて>米国民政府は被接収者の行動が江没治的利益」のためであると愆義付け、5 打分以降の食松

贊支給を差し止める、"。これによって、その後は、暫定的な措置であったはずの食枇費援助をどのよ

うに確保するのかという問題に焦点が当てられるようになる。先取りすれば、生活保護法の基凖をぢ

慮しての援助が、生活保護を適用すべきかという問題へと転化していくのだ。またそれは、立法院か

米国民政府より議会解散を暗示されるなかで、真謝の問題を、軍用地接収に刻する補償をめぐる問題

(軍用地問題)としてではなく、「社会の問題」として対応しょうと態度を変化させたことも影響して

いた。

本節では、このように伊江島の問題が軍用地間題としてではなく「社会の閻題_j として扱われるよ

うになる過程を考察する。

伊江島から「柵内農耕開始宣言」がなされると、米国民政府はすぐに現地調査の結巣を桜告し、被

接収者の訴えは事突ではないと反論した。そして、1、彼らの窮状は事実以上に誇張され、そうした状態

から得ることが出来ると思っている政治的利益にその状態を利用していると調査団はその確信を披歴

している」と、被接収者の訴えを凡刈台的J な闇題として処理した'"。このように代替地はあり、米

軍も十分な補償をしていると公表した米国民政府に対し、伊江島の陳怜者は次の文轡を行政府副主席

に提出した。

文化/批評 2018年第9・号

軍は四月廿三日夕刊紙に代皙地があると桜じているが。

、去る三月十九日午前十時軍係官シャープ少佐勗謡知没府新垣士地係官、村助役産業課長、その

他吏員地主同伴代替地調査を行った際踏査の結果代替地のないことか、ハッキリ立証された。

そこで中真助役はシャープ少佐に対し士地が絶対に必要とされるなら生活の補償を是非ぢ

慮して下さい。生活打削賞のなされるまで該士地の側イ乍を許して下さいと代替地のないことが

右明かにされて居ります。

、・ー・週間に・一日の農耕は事実許してある力q乍ってある農作物もブルドーザーで、スキ均しf酔勿

は爆小稗こ焼き払われている。そういった状況からして農耕は全く出来ない状態である。

、士地制・が九百万円も支払れているというが、我々貞絢1区民は、そんな大金は受けた覚えはな

い。一九五三年の末涙金として僅かは貨'つたが、年問一・千万円の収人の士地に文、1し一九五四

年七月は、十八万二百八1ソ＼円支払に来たが涙金でないことが鰯め貰ってない。

、 48 、



]950年代の沖縄における軍用地接収と生活補償(岡木両美)

、セメント、釘、電線、木材も空輸したと新聞に報じてあるが何も受取ってない。木材等は白

アリの食ったマキ代用のものが来九ようである。

、四月人日行政課長、新垣十j幽系宮その他琉吋祉測付の調査班によって病人の調査があった結果

・十人余の病ノ＼が'"査された、氏名、年令など確実な調査がなっている。"

この文当は、「柵内農緋開始宣言」後も解決をみないため、帰島して農耕すると伝えて提出されたもの

である。この文1}ψX忠_"と同時に、訓州1で座り込んでいた陳情者たちは伊江島へ引き揚げた。つまり、

座り込んでも衝珂班心兇をしてもこれ以上動かすことのできない状況に対し、実際に演習地内で農耕を

し、補償対策がなされるまで待っという方法が選択された。

そして、行政府より代替地耕作計画の提出を求められた伊江村長は、1イ弌替地の地主承諾がないため

計画は出来ない。よろし U夜計って貰いたい_1 と回答した"(4河 25日)。さらに、伊江島では村民大

会か開催され、以下めような決議がなされた(4月29日)。

決議文

伊江村'真謝、西崎両部落の上地接収及び家屋立退に対U瑚係者七四人の死活問題であるとし村

民の総意を以て使用中止.方を軍に陳情をつづけたるも其の甲斐なく一九五五年三月十一日軍は

至上命令なりとて標的の中心から半径五千眼約百五0万坪の地域に柵を設け境界内の耕地二十

_上ノj-・千余坪の士地接収と十三戸の立退を強制せられ今や1捌係者述は路珂Uこ迷6、こと＼なり人

道」1.由々しき問題を惹起した

目下琉球政府から1上活保護法による食枇費を受けてゐるもこれは臨時措置であって・ヒ四一人の摘

来は依然として暗黒な状態である軍民両政府は速に生活補償要綱に基き恒久的措置を講ぜられ全

面的解券Vづ打ち莅1てられるまでは土地接収及立退に応ぜられないことを決ぎす

ー・・九五li郁四月二十九目

伊江村民・伺"

この決議文で注目すべきは、「、全m珀勺解決が打ち樹てられるまでは士地接収及立退に応ぜられない

ことを決ぎ」している点である。・・力的な収恋が実行された出後においても、あえて向分たちは士地

接収に承詳ルていないとの態度を示している点が重要である。かれらは、あくまでも生活者は自分た

ちなのだと、図らの生の条件の決定権を他者に讓らない姿勢を強く示している。

伊江島の被接収吉か「罪人以下_1 であると訴えていた少額の食糧賀と医療賀の支給は、米国民政府

の承認を得て、予備賀を流用して支出していたものであった。当初は3力刃闇支給する条件であった

が、米困民政府はこれらの支給は理解し難いと、5打分の申請に対し次のとおり回答した。

最近調査したところ航空身抽勺場内の料"也を朝北ていた伊江村農民にたいし一九万.五郁二1月十
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五.1_1以降向う十力門闇Y塚撃演習が行われていなか勺たときは、その農耕地を糾・作する怖利

を付ヲしてあ「たことが判Ⅲルた。

農民は最近の三.十・し臼卿1■二 1 し日は同地域で膿耕し得たのである。それゆえ、11i川ソY家放(ヒ

百h十九名)が何故に三カガ分の食枇賢および1尖療費を喫求するのか理解し鄭.い

この救済賀釡交付を行らよりも、むしろ垪謝く政府にとっては伊江村に恒久家屋を再建築する

ため、この十 1家族を援助するほうが、はるかに裾qミだと"忠う。民政j付はこω援助述成に関す

る予h義を望んでいる。"

山1答文にあるような左薪W地内での農耕が突現していなかったことは先述のとおりであるが、米難ルU没

府のいシ恒久家屋の冉建築に関しても、被接収者には同慈できない那恬があった。既述ωように、農

創・が可能でかっ現在地ltがいない代1制也はなく、さらに代名辻也に侈動できたとしてもそこからの円:迂

退きをしないという磁釜正がない。火際、米?菖屯は代啓地への移動後に川び立退く必蟇はないという保

誠はできないと表明している"。このような状況を前1是として、米国民政府と行政府は代啓地の送定

を伊江村側に求め、家屋の本建築には費用を支給すると伝えた。適した代粹地がないから家屋を仮建

築して、その11小こ代啓地を選定したうえで人建築をしたいと求める被接収吉と、仮建築を却ドし本鎚

築にしか費用を出さないという艾配層との間には大きな隔たりがあった。被接収占からすればqu、11地

接収が強行され、これまでの生活を何越衷されたうえに、米軍の一方的に示した条件内で今後牛さてい

く場折を向ら見つけろという強引な状況だった。それは、農作物は・朝夕には収穫できないという

ことや、島の共同性など、小1舌という時剛岫を令く熊祝した条件であ「た。

米臣1民岐府に 1、食糧贄の支給は不審1 であると述ぺられた被接収者たちだか、1ル測付の現1岬'§査に

より、食"§舌が様端に懸化していることが行政ル"誹止課から板告された(611111_D "。それから数

1_1後、宣言述り溢県"仙勾での農耕をしていた人びとのうち、男性のみ32名か逮抽され、剣]決市斗畩好判

で鴛斯斐 3 力 1}、似{行1酋丁・1イfの半け决を下された(6 上] 13 {_D。

農耕中の男性32名が述捕されたことは、被接収者に対する見せしめで島ると同時仁、伊π鳥の被接

収占にとっては主な労勧力が血われることを'意味していた。述抽された男吐たちの釈放を求めて、寺!

Πその妻や家族らが那糊へ陳恬に来た。そして先述のとおり、即決軍゛裁判で判決が、ドされると、そ

の取消しを求めて行政岳小W高室人Uに座り込んだ(6 " 15 LD '。その際、ある女'竹1は次のように,1斥

えた。

文化/批訓三 20]8圷 第9 琴

どぅしてアメリカノ＼はそんなことをするでしょうか。私漣には分らない、 1.地をとり防げ家を

こわし、困って農朝すればっかまえる、それが・ー・等匡1というものだろうか、それでいて心は何

の補償もしてくれない、軍が正しいのか、杉、辻が正'しいのか、軍にきいてみて卜さい、列難γづ

なければ弾の、ドでも農創・をやらねば生きていけない、三十一'名がとらえられたとき、私辻は・'

緒に述れてい乃てくれともいった。,・1.には米兵からなぐられたものもいた。私述はアメリカ人

がそのようなものだとはψにも,恩わなか「た。私迷にとっては蝉よりも餓死がこわい、柵をと
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りのけ、[1!く平和で1明るい真謝にしてドさい"

幼ン押や銃艸.ω飛び父う演習地でω農緋が決してMK ないわけはないが、Π禅よりも餓死がこわい 1とい

う言藥には、僧立した人冏として中きるための補償かなされず、救済も未確定のなかで、受動的に待

機することを扣否するという姿易Vづ込められている。

米縦からは内:審はぢ1愈できないとの川答かあり"、 7打 15 捌には柵内通行訓引川力U竿人された。こω

制唆導人に伴い、空鄭:は演習地内への人り1_1を 2 力所に11州涙して述行副1の携帯を襲務村け、ウ1ち人り

を週 2 山1に限定した。'汀イ可なく住ち人る者は述抽するという力針を制度で示した"。つまり、被接収

占たちは、口らの食松W似呆と補償を求める行動か逮捕の文、1象となることを突きつけられたのだ。貞訶1

区民の人半は、通行誠を受領することを拒否した。 1全区民が、餓死寸前におかれていました。(・・・)

通行証をとれば立退きをi忍めたことになり、・・歩の讓歩が丙歩の譲歩になることをわしらは知ってい

ましたじ"とあるように、窮迫した}ud兄に住たされてもなお、1倒獣の論理に包摸されて牛1舌の道を閉ざ

されることを、被接収者たちは懸念し、打i否した。

貞角11文の 32 名が述捕された翌臼、米匝ル部没府のジ,ンソン主1常民政官は、_ウ1法院に対いウ1法1暁が

予算密議や立法h司助をはなれて伊U.島の現地調査を行うとすれは解散を勧告するかもしれない_1 と伝

え、同吽に新郁度本丁■'1案の郁度内成立を吋K要詰した、、。伊江島1劇捌父者への 5打分以際の食枇N

と1欠畷佐の支給か米匡区剖没府によって停止され、袖償文、1策を講じる立法院に対し、米国民政府はさら

に圧力をかけた。

この時点で、 h政副.1J応は汚老急」{W麺は代皙地に人うて恊力態勢を示すことで小活郁償のことを持

ち出す0)ぱ車の基本方針にそぐわない_1 と補償対策にっいて火Ⅲと折衝することを避けた。立法1浣議

aと行政削十_1応とω剛で"漸倫か交わされ、その中で1田欠;義員は fこの問題を軍用地とからませてぢぇ

るから沈JI、りづ出て来る、既に軍削地とはなれて牛活に困うているという社会問題である 1 と、伊打1島

の闇題を冷J1リ也11Ⅲ越から1靴す形で提ポした、、。

伊打1,「1y)、ン1退き地主に文1する生活補償は、米ψ1の了解を得て、社会局関係の福祉芋"やNに 73 力'2700

門をi汁ト.することが决定された"。引き続き米ホ:はΥボが10ガ坪の代啓地を側鋤しΥ家屋延男W)援助

も行う旨の発表をしたか"、真謝区民代表から代啓地は膿耕出来ないから・上地を返してくれるよう訴

えたi削噸,!肋Wι1Ⅱされた、'。

後述するように、点、^馴^の人びとはこれまでの火市や餅渕祉没府の文、1応を批判し、最後の冉^1汁小を保

持するために訂分たちは乞食になると立三した(711211_1、以後「乞食 1 室1言')。この宣言が1_1_1され

た同H、立法院ホ川地岡題折衝委員会は、行政府に文、1して市ちに生活保護法を貯h獄ご戈施するよう求

めた。行效府側としては 1、法の解釈を小用地に接収された令区民にひろげ、四N分と同1浜に支給する

ことを対小:折衝のポイントとしており、折衝枩(立法院側)との闇に人きく愆見のくい述いをみせて

いた 1U

その後、現地を朋バした住法院は、行政府のいう牛活保護法の厳正実施は行われておらず、耶1用地

接収によって牛j剛呆護法を適用された被接収者はなく、また接収前から保護を受けていた地ヨιも適用

が巾11・されていたことを行政府に縦告した"。
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これを受けて、行政府は北部福祉事務所の職員を派逃し、扶助該当者を調査した"。この調査の中

間帳告で、福祉事務所所長は次のように述べた。

ー・七十一・世帯にっいて戸別訪問で調杏を進めているか心から生活保護の適用をうけようという
'凡'

世帯は柚K 少数である。ー・おう申請してからまた取卜げる人や区長に相談してからという人

もいる。区民としてはあくまでも士地を取返すということを最高の目標としているようだ。現

在、調査は困挑な状況にあるけれども多分調査のし易いような状況の変化があるのではないか

と期待している*

これ以後も、福祉事務所長による調査報告が発表されているが、真謝区民にとって、軍用地接収に文、1

する補償およびその食枇援助等を受けるということと、被救済者'として保護されるということは別の

問題として共有されていた加0

このように、伊江島の被接収者たちがあくまでも軍用地接収に文1する補償を求めて粘る・一方で、米

国民政府の影紳下で琉上向測仟は、被接収者を被救済者として援助する状況となった。
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4.暴力を抱え込む生一乞食宣言

先述のとおり、伊江島の生活補償の問題は、軍用地接収に対する問題としてではなく、救済すべき

社会間題として支配層に対応されることになった。それは、恒久補償の条件が地主の合意を得ないま

ま接収が強行され、生活の基盤が奪われたなかで、主として直近の食桜をどのように確保するのかが

問題化された結果でもあった。

つまり、接収が強行された当初は、伊江島の地主たちは適正な恒久柿償を求める一方で、暫定措置

としての生活保障(食糧賀や医療費等の支給)を求めていた。しかしながら、恒久補沈ミは沖縄,島内で

解決できる問題ではなく、米国本国でのみ文、1処できるものであると米軍が強く主張す刷犬況下で、沖

縄の支配層は、暫定措置にどのように対処するのかという問題に焦点を当てる姿勢へと変化する。そ

の暫定措置に当てる賀用を用意する際に、米国民政府は軍用地接収に対する賀用として疏球政府の予

備贄を流用することは許河せず、琉球政府社会局関係の福祉事業費を充てるならば、立退者への暫定

措置を許可した。この前後から、伊江島の被接収者を被救済者として扶助する方法が模索される。

伊江島の立退者は、今後の安全な生活に対する杭羚拠よ保留にされたまま、米軍が一方的に提示する

条件を承詳ルなければ直近の生活援助も受けられない状況を強いられた。また、米軍に提示された非

現実的な援助条件を拒否し、向ら正当な補償要求をしたが、その陳情行為すらも排除され、柵内耕作

も述捕の刻象となった。このように、一方的に生きる条件を規定され、かっその規定された条件では

軍隊による危険のない生活を硫保できないという現実を拒否するため、被接収者は呼戈々は乞食にな

る_1 と宣言した。その後、かれらは往佃頁での訴えを本格化し、ますます路上を行き交う人びとの目に

自らを晒すようになうた。工垢附区の常会で決定したこの宣言は、琉球政胸ヤ)比嘉行政主席と立法院へ

提出された(7月21 民)。その内容は、次のとおりである。
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、四月から生活費六力月分を支給し、水タンクも造ると約東しながら生活賀は四月分だけで中

止.、作家も水タンクも造らず、未だテント生活とドブ水を飲む状見凱こある。

ーー."、 六門十七臼副主席は1織を賭しても食削配打題を解決すると確約しなから未だに支給されず、悪

化するだけである。

士曜、剛聯は農耕を許すと硫約しながら七f上トハ日武装兵約六十名が来島、通路五力所の
、凡'"V

うち四ケ所を閉じ昼夜の別なく厳電に立しょうを始めた。十八日午後五時斗比貞(・・・)(F さ

ん:引用者)ほか数名が膿耕に行こうとしたら発砲、直ちにトラックから数十名の武装兵

か染り軍命だから農耕したら射つと言明、農村杙b芋の葉もとりに行けない。

四、その突階を政府に桜告善処方をお願いしたが何ら硫答がなされていない。

五、われわれは生きる方法を険市恊議した。

]、内分の畑で農耕を強行すれは射殺される。

2、代轡地割当りストを出せぱ金を1_Ⅱすというが嘘をついて金をとることは良心力滞午さない。

3、泥棒は容易だ力辺戈る子供たちの生活が困るからイ山Ⅱ走だ。

4、乞食は白分の恥、全住民の恥だが、武力によって乞食を強いられている。全住民の呰様、

われわれは生きるため今では最善の道であると伝、じてとった道であるから、これを諒と

されご寛容下されんことをお腐八叫ヨし上げます。ψ

上"1~4項で、これまでの経過が簡単に説明されており、暫定措諮としての生活賢の支給が停止さ

れていること、米軍に許可された柵内耕作も通行証術1」となり制圧の対象とな「たこと、補償等に関し

て餅謡知女府から汀雁答 1 が得.られていないことか挙げられている。その_上で、「生きる力法」として提

示されたのが第5項である。

農耕は、演習地内であれば通行'証の挑帯が襲務付けられ、米軍の都合に左右される。また、条件に

述反した者は述捕の文、1象となる。そしてΥ演習地外でも米耳V寅習の流れ弾等の危険が常に隣り合わせ

の環境にある(五 1)。

火i脚部也主自らが代瞥地のりストを提出し、家屋を本建築するのであれば援助すると提示した。し

かしながら、代1劃也の候打紗也にはすでに別の地主が存在し、「第二の真謝にはなりたくない_1と立退き

反対の姿勢を太明している。したかって、今後も同じ村で生きていく以上、米軍と同じょうに他の地

卞へ立.退きを強リ制することはできない。そしてその他、農側イこ速したlj也がない、または農村1、地にす

るまでには時剛を要するためとりあえず家尿.を仮建築して移動先が決定してから本建築を行いたいと

三
、

35



いう地主側の要求は却下されている。これらの理Hy山ら、代替地りストを捉1_1_1することは非現火的で

あるというIW張かなされた qi-2)。

1泥1奉}には様々な愆!床か込められていると想像されるか、例えぱ次の鄭畔犬ができょう。まず、1子

供たちのHナ舌が困る 1 というのは、第2項で先述したとおり、Ⅷ}内農耕を強行した↓'工謝区民のうち、

主な勧き手である男性のみ噐名述捕され、即決坤野.f裁判で有罪'畍决を受けた経験を指している。陣情

占の・ノ＼は、当1埒の子どもたちか垪謡卸測付に訴えた'葉を、次のとおり祀憶している。

もしお父さん、お厩さんを罪にするなら私たちも一旅者に仟1打努所へ人れてドさい。杉、たち1卞徒は

食物もなく学校を休んでいます。・・休その罪は誰にあるのでしょうか、どぅせ今卦交にも行けず

食物もないくらいなら刑務所に人った方がよいと恩いま司、"'

このような状況で、米軍から作物を 1泥棒1 する柵内側祚も、米軍の許"jがあ「たとしても代瞥地候

補の地十ブPら_上地を呼尼様_1 することも、子どもたちが村で牛活を営むという11、Uこおいては成住しな

いことを示している Chl-3)。

さいごに、1乞食は肉分の呪＼令住民の恥けごが、武力によって乞食を強いられている 1 というのは、

乞食になるという「叩劇を内らのものとしてヨ"木的に所有'することによって、その恥を強いる武力の

行使を追及している。それは、沖縄戦で日常生活を破壊された人びとかようやく内:建しつつ島う^ゴ_1

立的な生活が、再乙哘倒鎌によって奪われたことを巡及している(五 4)。

つまり、伊π'島の被援収者たちは、白ら乞食となり、恥を抱え込むことにようて、支椛則から1剖答

無用に命名されることを扣否する姿勢を目らの牙体で提示した。例えぱ、支配挟に乞食のように扱わ

れた屈辱を、真謝区民は行吻何記者クラブに訴えている。

文化/批i+ 2018何t 第9・ぢ'

(・・・)我々が高い税金を1厶って、我々のノ、上命財産を守って、ト'さいと、商いイ4給を支払'、て居る、
-C -、' ー^ ^

政府の倬い方や、"察の警官は、・切れのパンも上i・えないのみか、次ぎ、笄ノ＼や、乞食兒た

いに、追1命ひました。帷

伊江鳥四邦東恬七たちが追い払力れたのは、軍隊の論理 q失序)に伉うて、耳UⅢ也接収に対する遭正な

生活'補償を、正面から要求し続けたからである。沖紲で軍1、1U也1妾収が正「化される政策が懐備されて
、 、、

いくなかで、被接収者による生活を根拠とした正'しい妾求を訴える行為力呼失庁;への抵抗とみなされて

いくような状況力ゞ1司められていうた。その過程において、伊江島の被接収者たちは、取り締まりの文、1

象者となり、また被救済弁と名付けられた。米同の反共政策のなかで、伊江島の善良な住民ではなく

一部のアカが1氏抗しているという名付けも付'り・された。そのようなガご兄下で被按収占たちは、「伊杠,[1-1j

真謝区民1 や 1伊江島真謝地キ_1 等と冉称して各宣言を玉ねてきた。支配層から暴力的な抵抗者'とし

て、または保護すべき文1象として扱われるという、あらゆる「名付'け_1 に対して拒'をしたのが、こ

の乞食宣言である。・/j的に名付けられることを1'巨否し、命名された痢_1辱的な名を抱え込んで、別の

別



1930年代の冲絽における屯川地1妾収と1子舌浦慨(岡本心1美)

存在へと、迄叫沖.、換する1」'鳥か、こω右二1'に込められていた。
、 、

なる,というΥiン、、1'は、・/j的な名村けを1'1・i否すると同時に、

る行為てあったといえるだろう。

5.おわりに

伊1[島U"也 lf.は、 (1加1^、iや折Nザを述じたウけ牙女"川や座り込みとい「た方法て、支1忙川を折仙

ω場に迂たせ絖けた。 nf;は、軍隊による那1笄延用の暴力を膿{詞にして、殺されないためにiテ架ω空

Ⅲ]を航保する1瑚いであ「た。またかれらω座り込みは、強制接収が太行された心汗爰に野謡如没府庁介内

で始められたh'為だ「た、それは戦略的に開始されたというよりも、折衝相丁・の眼前に山らの姿を11西

し絖け、愛求'1i項のj■戊力q1作太となるまでそω場に居続ける過保で生まれた行為であ「た。

,M満判Yj、1-1かi竹佃Wである1}り"'、'、faよ、伊i_[島ω地、11は「決死U)党1仟 1 や 1 死んでもウ1退かない_1 と、

死という,.1藥を川いて小きるためω条件を訴えた川。しかし、弧訓川接収力辻児火となり、突際に今1_1食

ぺるもωすら収奪された状況にi縦かれた被接収者は、邑上きるため 1 という而nを川いてΥil,・;文や喫求'リ

須を伝えるよ・)に変化する,つまり、暴ノjω'Ⅱ後においては、「生きる 1という1,1的性に令て力司W瀦し、
、 、、 、 、 、

毎Hを牛きるという最噴愛課題を様拠として11ゴ舌補イt功斗斤衝されたのだ。ノ>臼の食枇をどぅするωか、

ノ>夜どこで畷るのか。牛きるという継絖性のある行為に文、1処しなければならないとき、被鑁収舌には、

支配川のように会議室で'治工印没策)を推敲する余裕などなか乃た。

牛さるためには牙郁にフ■硫けなければならず、1帥変や政策が何らかω存在を排除する外質をもつ以上、

こω行為ぱ常に制度による援助を,必変としっつもその外部へとずれ込んでいくような何血曵を11fつてい

た。Πらω喫求が尉kされ、・'ブ"内な条件で制度が硫迄されそうになると、かれらはそのような冽度

を扣、否し、内らω、11帳をカニ・トすることで制度を乗り越えた。そのような織築してはξ彪徒してい q謙り

返しの過{'しでもなお、伊え島の被援収行たちは政治の場をつくりつづけた。

木稲では、これまで小JI]地に対する抵抗の象徴として捉えられてきた伊え島1、地nH争が、'心川地瀏

題としてではなく 1礼会の闇題1 として扱われるようになる過程を川jらかにした。つまり、被接収占

を1山效洲打とみなす政冶へと変化する伏況である。伊π島の 1乞食仁迂'1'は、このように暴力に包摂

されるlkを宍らω愆ι{で所fiし掖し、内らωi・i、藥をもって別の政治リ捌剖をっくろうとした。ここに、

刈畷W波後史の始まりにおU る〔_1冶ω!内_1 ω那分、つまり白治的愆志の形成過ハ1がみ、えるだろう。

したが勺て、伊打1ルゞ、ι謝区民の 1、乞食に

支配屡が排除し九門dの小を内ら所有す

;};)

.
一
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'例えぱま別倚盛暉『ドキュメンド冲繩開争』、Ⅱ紀書房、 1969年、 90頁。
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"岡本直美「占領期沖縄における士地接収と生活li創賞をめぐる折衝過程一伊江島の陳情者の座り込みまでー」 q沖
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"新崎盛暉葬断妾沖縄史』、日本評論社、 1976年、 96頁。

"阿波根昌刈W゜米軍と農民』、岩波書店、 1973年、 50頁。

"琉球政府文習や米国民政府文書等の公文書に同内容の書頒が多く存在する。

"1河波根昌鴻『米軍と農民』、岩波書店、1973年、別頁。

"本稿では、 g」江島の人びと力述東恬や折衝のなかで、自らの言葉において立場表明することを指寸。

"士地特別委員は、米箪のフライマス連絡官より「地主.迷が自ら家の取壊しをしている」といケ清桜を伝えられ

ていたか、実際は地主達が一人も家屋撤去作業に当らなかったこと、また事前に立退きについて知らされて

いなかったことか耐癌忍され九。汚金術唯散去の牙U也を視る押し黙る立退き家族テン1、小屋で草の上に寝る』、

『冲縄タイムス』、 1955年3月16 臼。
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日。

"陸刈付調査団を派遣主席、眞謝区代表と会見」、肺畔電タイムス』、 1955年3月17日。

"「まだ失神状態続く伊江島應急補償を凖イj1制、『冲縄タイムス』、 1955年3月18日。

"臥暴撃演習は始まった芋が獲れない早急に救援食糧を」、群巾縄タイムス.1、 19託年3月18日。

゜゜13戸(フ7人)に対する3力月分の食糧賀として H万7千円、身Mサ昜全地域の 1力年の補償(畜産、林産、膿

産)として 17釘万円の保障を要求。「食糧賀三力月分を伊江村が生活保障を要求」、則疇畢タイムス』、19翁

年3月19日。

"「三力月分の食粗市彬令行政府へ早急、な措遊勧告」、炉冲縄タイムス』、 19朋年3 打 20日。

'「休日返上で食糧補償検討伊江島立退者の三力月分」、『沖縄タイムス』、 1955年3月21日。

"「三力月分の食糧補給行政府へ早急な措置勧告」、 r冲縄タイムス』、19弱年3月20日。

'それは、舛啼蹄浅の経験も踏まえてのことだが、単戈後、島の大半が軍用地化し、軍隊力蛎主留していナこ伊江島の住

民にとって、軍隊の約束を手放しに信用できるものではなかった。またその不信は、強御H却収に至る過程での

米軍とのやり取りにおいても、常に酬露忍されてきた。

'「放牧の"山羊"身リこるー・部落民、立法院で証言」、『沖縄タイムス』、 19郭年3 打 24日。

'「生活補償の新要求書伊江島陳佶団兼次議員同行で主席に提出」、庭流球新報』、19弱年3月器日。

"「座込み陳情団引揚ぐ生活村樹賞対策の決定で」、駿院球新報』、19砺年3月25日。

'"嘉手納駐在の米国第三・一三航空師団長フニイ・ R・アプスグロープ少尉による声明。 f"できるだけ努力しナご'

伊江島問題でア空軍司令官声明」、証流球胃件磁、19弱年3月27日。

卸「"代替地"はきまらず士地係官'との調査結牙七、膨中縄タイムス』、 19朋年3月31日。
"信U二。

"「伊江酬入更に適正1訓賞を陳情"罪人以下の生活だ州にえきらνゞ脹度に激昂」、 W中縄タイムス』、1955年4月
]2日。

"Π算恬隊に立退命令」、庭克球新ま朧、 19弱打L1月18日。

"'「生活補償五條件伊江島代表立法院にも訴える」、醇中縄タイムス』、 19弱年4月20日。

"「生活補償の増額拒否地主代表生席回答に憤況剣、肺排電タイムス』、1955年4月20日。

"「伊江島生活補償費で意見対立陳情隊の要求一蹴さる」、打京球新¥磁、1955年4月20 臼。

"「伊江島住民鬼則甫な非常手段へ生きるために柵内農耕開始宣言」、旺疏球新報.』、1955年4月22日。

"地主の一人は、この出来事を 1、あきらかに兵糧攻めによって農民の抵抗をくじこうとした」と回瓢している

(訥1名元慶1岳・1嶋津与志編『沖縄・この武器なき闘い』日本青年出版社、 1972年、 74頁)。
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1950年代の沖縄における軍用地接収と生活補償(岡本直美)

"「ほかにも農耕地はあるジ民政官、伊江島の現地調査発表"誇張された窮状週一日柵内耕作を許可"」、
f『沖縄タイムス』、 19蘭年4月23日。

"「伊江島座りこみ遂に引揚げ代替耕地はない軍発表を反駁、実情説明」、『沖縄タイムス』、19誘年4月25
日。

"「代替地の耕地計画伊江村、提出を拒否」、 W中縄タイムス.1、 19諦年4月27日。

"西崎区誌編纂委員会編『区政施行50周年記念誌太陽歩譜』伊江村西崎区、1997年、152頁。また、同決議文
は醇中縄タイムス』 a9弱年5月2日)と『琉球新宰磁(同年月日)にも掲載されている。

"「"食糧費の支給は不審'伊江島への政府支出許可申請に軍回答」、狂都求新報』、19郭年5月5日。
"「建築費の支&創足進眞謝代表政府側と話合う」、"郁求新ま謝、19弱年5月5日。

"「伊江島調査団きょう引揚げ悪化した食糧事情イモの葉と砕米で雑炊」、膨中縄タイムス』、19弱年6月 H
日。

"「"罪名取消せ"で押問答住民鎮撫に手を焼く副主席」、狂院球新報』、19而年6月16日。
"「昔の平和な部落に!泣いて訴える眞謝区の婦人達」、『沖縄タイムス』、 1955年6月15日。
"「眞謝区32名の軍裁再審考慮できないと回答」、"流球新幸脳、19弱年6月21日。

"「伊江鳥、柵内通行証制に地主側は反対を表明」、旺輝求新報』、19弱年、7月 H e。

" 1電皮根昌鴻『米軍と農民.』、岩波書店、 1973年、 122-123 頁。

"「伊江島問題で立法活詞璃をれたらジ民政官言明解散勧告も辞せず」、『沖縄タイムス』、19弱年、6月15
日。

"あくまでも軍用地接収に対する補償を求め、座り込み陳情や件冊内農耕開始宣言J を行。てきた被接収者たち

であったが、さきに生活補償の条件を行政府に提出した際に同行していたのはこの兼次議員であった。これ

は、軍用地接収に対する補償制度が未確定の状況下で、議員としてできる範囲で必要経費を捻出しょうとした

発言であると読み取ることもできるかもしれない。この発言にっいては改めて考察する必要かある。「伊江島補

償費計上に副主席"ヤブ蛇'だと意見」、膨叫暖タイムス』、 19弱年6月28日。

"「伊江島補償費補正予算に計上可決」、『冲縄タイムス』、19弱年6月28日。

"「軍が十万坪(代替地)耕鋤家屋建築の援助も行う」、『冲縄タイムス』、 1955年6月28日。

"汗弌替地は農耕出来ぬ士地を返して下さい伊江島眞謝区士地代表悲痛な請願書」、疫査球新幸誕、19翁年7月
4日。

゜「"立退"区民の緊急対策生活保護法で徹底的に守れ立法院代表、主席へ申入れ」、『沖縄タイムス』、1955
年7月22日。

"「眞謝立退区民の生活保護政府の厳正実施は嘘「折衝委」の調査で駒伊河J、『沖縄タイムス』、19諦年7月別
日。

"「扶助該当者を調査眞謝区」、『沖縄タイムス』、 19諦年7月27日。

、「困難な実態しらべ眞謝区の生活保護中間報告」、群中縄タイムス』、19諦年7月30日。

"その共有が強伶舶勺であったという新聞報道もある(例えぱ群中縄タイムス』19弱年8月19日)が、現時点で真
偽は判別できないためここでは取り上げない。

"「食えぬから乞食する伊江島地主が声明書」、狂都求新報』、19諦年7月22日。

"'1河波根昌鴻、前掲書、Ⅱ8頁。

"'真謝区民から行政府記者クラブ宛書簡。19翁年5月14日付。沖縄県公文書館(U8Ⅱ013飴B)。
"拙稿、前掲。
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写真1:政府前に設営した陳情小屋出典:阿波根昌鴻『人問の住んでいる島』第2版、1999年]
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Land seizures for military bases and negotiations 
for compensation in 1950's Okinawa 

From the le-Shima land seizures until the "Beggars" declaration 

Naomi Okamoto 

Since 1945, the United States has been constantly seizing land in Okinawa in order to 

construct military bases. During the early 1950s, there was, in practice, no self

government in Okinawa, and it was a difficult time for the residents themselves to oppose 

land seizure or negotiate for compensation. In the history of postwar Okinawa, this kind 

of situation in the early 1950s is often described in terms of the "bayonets and bulldozers" 

which symbolize the extreme explicit violence by the U.S. forces. This symbolic way of 

referring to the situation was an important element of the early stages of the popularization 

of the people's movement against the military bases and the "island-wide struggle" 

(shimagurumi t6s6). This struggle has been considered the starting point of the 

contemporary Okinawan resistance movement. 

This article focuses on the process of negotiation for proper compensation concerning 

land seizure in le-Shima, and it also attempts to consider how the landowners participated 

in political meetings and created a space for their voices even in the period of the "bayonets 

and bulldozers". It is said that the protest movement of le-Shima was one of the most 

influential factors of the "island-wide struggle". 

In 1955, as the U.S. forces forcibly destroyed their homes, agricultural lands, and 

livestock sheds, landowners had to negotiate for both "perpetual compensation" and a 

"provisional guarantee", and they started to advocate for their demands through 

declarations, "sit-ins", and by farming inside the forbidden bombing practice areas. In spite 

of these protests, the voices of the landowners which strongly demanded "perpetual 

compensation" (for the land seizure) failed to be heard by the government, and the problem 

on le-Shima came to be treated as a matter of social relief; that is, the issue in le-Shima 

began to be treated not as a land problem, but as a "social problem". 

In order to demonstrate their rejection of this situation, the landowners declared 

themselves to be "beggars" and began to appeal to public opinion. 

Other residents of Okinawa had the opportunity to see the landowners and hear their 

voices, and the protests of the residents of le-Shima influenced a great number of these 

people. This is one key to the development of the desire of the Okinawa public for autonomy. 
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